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◼ 再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワークへの転換
に向けた設備形成等を行うため、業務規程及び送配電等業務指針を変更します。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおりです。背景、変更内容等については、それぞれの変更に関するスライド
にて説明します。なお、以下の変更以外に、技術的な規定の変更等も実施しております（主に記載の
適正化の観点による送配電等業務指針から業務規程への移設。）。

業務規程及び送配電等業務指針の変更案の概要

1. 計画策定プロセスの検討開始要件に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）
【スライド２～９】

• マスタープランを踏まえた計画策定プロセスの検討開始等に関する変更

2. Ｎ－１電制本格適用に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド１０～
１６】

• Ｎ－１電制の本格適用に関する変更
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1. 計画策定プロセスの検討開始要件に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）
【スライド２～９】

• マスタープランを踏まえた計画策定プロセスの検討開始等に関する変更

2. Ｎ－１電制本格適用に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド１０～
１６】

• Ｎ－１電制の本格適用に関する変更



3１ 計画策定プロセスの検討開始要件に関する規定の変更の背景

本機関では、再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワークへの
転換に向け、系統設備形成、系統利用のあり方の検討を進めている。

※１ 評価算定期間内の年度毎の費用と便益を想定し、現在と将来の貨幣価値を合わせるため、 割引率により将来の貨幣価値を現在価値に換算し、
合計した費用及び便益により評価する。 便益としては、広域メリットオーダーに基づいた潮流シミュレーションの結果により系統を増強した場合
（With）と増強しない場合（Without）の総コストの差分（燃料費削減やCO2対策費削減等）を算出。

※２ 既存系統を有効活用し早期の再エネ導入を進める「日本版コネクト＆マネージ」の取組の1つであるノンファーム型接続について、2021年1月より全
国の空き容量の無い基幹系統に適用（2022年4月以降の接続検討申込み分から空き容量のある基幹系統に対してもノンファーム型接続へ移行
する方向）。

将来の電源導入の見込みとの協調を図りつつ判断する設備形成や、混雑を許容した系統利用ルール
へ移行していくことを踏まえると、広域連系系統の設備形成に係る現行の計画策定プロセスの検討開始
要件の変更等が必要。

• 広域連系系統の設備形成は、マスタープランとして系統のあるべき姿を示し、将来の電源導入の見込み
から系統混雑を想定し、費用便益評価※１により系統増強を判断する規律に移行。

• 電源の接続に伴う系統増強も、都度の電源申込みや系統混雑の過去実績のみで判断するのでは
なく、将来の電源導入の見込みとの協調を図りつつ判断する設備形成を目指しており、系統利用に
ついては混雑を許容するルール※２に移行。
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［変更内容］

（計画策定プロセスの開始要件の変更等）

• 将来の電源の開発動向を基に広域連系系統の混雑を把握し費用便益評価を行った結果、系統の

混雑を緩和（系統増強）することによる便益が系統増強の費用を上回る場合、本機関は計画策

定プロセスを開始する旨規定（マスタープランから整備計画を具体化）するとともに、広域連系系統

の過去の混雑実績を指標とした要件等を削除

• 電気供給事業者は広域連系系統の混雑により発電設備等の出力に制限が生じており、制限される

ことで事業性に影響すると判断した場合、系統増強するよう申し出ることができる旨規定するとともに、

電気供給事業者の提起のうち「広域的取引の環境整備に関する提起」及び「電源設置に関する提

起」に関する規定を削除

• 計画策定プロセスにおけるファーム電源を募集する仕組みである「電気供給事業者の募集手続き」に

関する規定を削除

１ 計画策定プロセスの検討開始要件に関する規定の変更の内容①



5１ 計画策定プロセスの検討開始要件に関する規定の変更の内容②

［変更内容］

【業務規程第２６条、第５１条、第５３条、第７２条】＜変更＞

【業務規程第５１条の２】＜新設＞

【業務規程第５７条、第７３条】＜削除＞

【送配電等業務指針第３４条、第８５条、第９１条、第１２０条】＜変更＞

【送配電等業務指針第３４条の２】＜新設＞

【送配電等業務指針第３３条、第３５条、第３６条、第４０条】＜削除＞



6（参考）マスタープラン策定の基本方針

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
電力ネットワークの次世代化に向けた中間とりまとめ（2021年9月3日）から抜粋



7（参考）マスタープランに基づく基幹系統の増強判断方法

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
電力ネットワークの次世代化に向けた中間とりまとめ（2021年9月3日）から抜粋



8（参考）混雑の解消による便益のイメージ

第13回 広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会（2021年10月22日）資料2から抜粋
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再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
電力ネットワークの次世代化に向けた中間とりまとめ（2021年9月3日）から抜粋

（参考）既存系統の有効活用（ノンファーム型接続）について
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1. 計画策定プロセスの検討開始要件に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）
【スライド２～９】

• マスタープランを踏まえた計画策定プロセスの検討開始等に関する変更

2. Ｎ－１電制本格適用に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド１０～
１６】

• Ｎ－１電制の本格適用に関する変更
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再生可能エネルギー電源の大量導入に対応するため、空容量がない流通設備に電源が連系する場合
の系統増強工事の代替手段として、新規電源を電制対象とするＮ－１電制(※1)の先行的な適用が
2018年10月より開始されている。

さらに、今後の系統混雑前提の設備形成下において、混雑を緩和することで系統の更なる有効利用を
図るとともに効率的な設備形成を行うため、新規電源だけではなく既存電源も含めた電源を電制対象
とする「Ｎ－１電制本格適用」を2022年度から開始する予定。

また、今後の系統整備は社会的な便益が費用を上回る場合に一般負担で行われる等の理由から、Ｎ
－１電制に係る費用負担については、これまでの新規電源の負担から一般負担とすることが国の審議
会(※2)において提案された。

２ Ｎ－１電制本格適用に関する規定の変更の背景

これらに対応するため、

・Ｎ－１電制装置の設置及びＮ－１電制に関する費用負担に関するルールの整備が必要。

・また、Ｎ－１電制を行ったことによって生じる費用の妥当性確認は、中立性、透明性、専門性の観点
から、本機関において実施するための規定の整備が必要。

※2 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世
代電力ネットワーク小委員会

※1 単一設備故障時にﾘﾚｰｼｽﾃﾑで瞬時電源制限を行うことで、運用容量を拡大する仕組み。
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［変更内容］

（Ｎ－１電制装置の設置）

• 一般送配電事業者及び配電事業者は、効率的な設備形成の観点から、Ｎ－１電制装置の設
置が適当だと判断した電源に対して、Ｎ－１電制装置の設置を求めることが可能となる旨規定

• Ｎ－１電制装置の設置を求められた電源は、正当な理由がない限り、Ｎ－１電制装置の設置そ
の他のＮ－１電制実施に関する対応を行わなければならない旨規定

（Ｎ－１電制に関する費用負担）

• 一般送配電事業者及び配電事業者は、Ｎ－１電制装置の設置等に関する費用及びＮ－１電
制を行ったことにより生じる費用等（※）を負担しなければならない旨規定

• 一般送配電事業者及び配電事業者は、Ｎ－１電制を行ったことにより生じる費用（※）を負担す
る場合には、本機関の確認の回答を事前に得なければならない旨及び本機関はその費用について
妥当性の確認を行う旨規定

※発電抑制を受けたことにより代替電源の調達により追加的に発生する費用や、電制されたことにより生じる逸失利益（ＦＩＴ
固定買取、ＦＩＰプレミアム等）や電源が電力系統から切り離された場合の再起動に係る費用等をいう。

上記のうち、Ｎ－１電制の費用負担に関する規定は、「経済産業大臣の認可を受けた日」又は「全ての一般送配電事業者による
Ｎ－１電制の費用精算に関する託送供給約款の変更の効力が生じた日」のいずれか遅い日から施行する旨規定

【業務規程第６４条の４】＜新設＞
【送配電等業務指針第６４条の２】＜新設＞

２ Ｎ－１電制本格適用に関する規定の変更の内容



13（参考）Ｎ－１電制のイメージ（先行適用・本格適用）

第56回 広域系統整備委員会（2021年11月12日）資料2から抜粋・修正

N-1電制本格適用

（2022年度開始予定）

N-1電制先行適用

（2018年～）



14（参考）Ｎ－１電制の費用負担に関する国の審議会での検討

第37回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2021年11月30日）資料2から抜粋



15（参考）Ｎ－１電制を行ったことにより生じる費用の精算イメージ

第57回 広域系統整備委員会（2022年1月12日）資料1から抜粋



16（参考）Ｎ－１電制を行ったことにより生じる費用の精算イメージ（ＦＩＴ・ＦＩＰ電源の例）

一般送配電事業者

広域機関

発電者
（ＦＩＴ・ＦＩＰ電源）※１

①

②

④⑥

⑦

対応概要

① （FIP電源）プレミアム価格を通知

②

（FIP電源）代替電源調達費用、広域機関から通知されたプレミアム
価格、再起動に要した費用を根拠資料と一緒に一送へ提出
（FIT電源）再起動に要した費用とN-1電制の対象となった電源の固
定買取価格を根拠資料と一緒に一送へ提出

③
発電者から提出のあった実績について、一送所有の実績との乖離がな
いことを確認（再起動時間は一送の記録とあっているか、電制kWは一
送の記録と合致しているか 等）※２

④

一送から、
（FIP電源）「代替電源調達費用」「プレミアム価格」「再起動費用」
（FIT電源）「再起動費用」「固定買取価格」
を根拠資料を含めて広域機関へ提出

⑤
一送から提出のあった上記費用の妥当性を確認（内容に疑義があれ
ば一送や発電者に確認する）※３

⑥ 広域機関から妥当性確認結果を連絡

⑦

一送から
（FIP電源）「代替電源調達費用」「プレミアム価格」「再起動費用」
（FIT電源）「再起動費用」「固定買取価格」
を支払い

※１ 代表例として、FIT電源は特例制度③、FIP電源は市場売電の場合を記載している。
※２ 両者の実績に乖離があった場合は、一送～発電者間で確認・調整する。
※３ 妥当との判断にならない可能性がある場合、別途、電力・ガス取引監視等委員会等と
当該オペレーション費用の扱いを検討する。

③

⑤


